
その他の金属加工用機械を起因物（小）とする死傷災害発生事例（2017年）

年 月
発生

時
死傷災害発生事例

年

齢

業種

（小）

事

故

の

型

労働

者規

模

2017 1
15～

16

構内でステンレスを高速切断機で切断作業をしている時に、左手

が滑り、左手人差し指が高速切断機の刃に接触し、左手人差し指

第一関節付近に切り傷を負った。 作業せずに通院したが、指のし

びれが残り、神経に損傷が生じた。

30 80109 8 1～9

2017 1 8～9

当社資材等置場で、電動可搬用鉄筋曲げ機（50?、60kg位）を現

場に搬送するためトラックに積み込み作業中、荷台の角に機械の

コードの付け根が引っ掛かり、はずみで片手を放し、80～90cmの

高さから左足背骨上に落下させ負傷した。

42 30209 4 1～9

2017 1
13～

14

工場内の製品出荷前置場で、基礎杭の鉄金具清掃作業（サビ取

り）をしているとき、研削機（グラインダー）にワイヤーブラシ

を装着して操作・サビ取り作業をする際、着用指示を受けている

保護員（防じん用メガネ）が着用せずに作業した為、サビ取り中

に回転させているワイヤーブラシの破片が飛び、右目眼球に刺さ

り負傷した。

52 10901 6
30～

49

2017 1
13～

14

派遣先事業場内製品出荷前置場で、基礎杭の鉄筋清掃作業（サビ

取り）をしているとき、サビ取り中に回転させているワイヤーブ

ラシの破片が飛び、右目眼球に刺さり負傷した。

52 170101 6
10～

29

2017 1
10～

11

被災者は工場内でマシニングセンターによる部品加工作業中で

あった。 製品を治具に取り付ける際にクランプを忘れた。 起動ボ

タンを押してからそれに気付き、慌ててクランプしようとした 67 11502 7
10～

29



が、治具が機械内へ移動し始め、送り出す回転扇と機械の間に左

腕を挟まれ、腕と胸を圧迫し負傷した。

2017 1
10～

11

被災者は、会社工場内でスポット溶接のチップ交換中、セット完

了後に左手でチップの表面をゴミがあるような気がして撫でてい

た。 その際に、被災者が無意識のうちに自己の右手でスイッチを

押してしまい、機械に指を挟んで負傷した。

65 11502 7
50～

99

2017 1
9～

10

マンションの外構フェンス修繕工事で、マンション敷地内駐車場

において、被災者が一人で工事で使用するアルミL型アングル材

（長さ1.5M）を高速カッターで部材固定具を使用せずに切断中、

部材が跳ね上がり、その拍子に誤って左手人差し指第一関節を切

断してしまった。

33 30209 8 ―

2017 1
14～

15

生産課作業場において、多軸タップ機を操作しているタップ工程

作業中、治具の上に製品を置き手を引こうとした際に、誤って足

踏みスイッチを押してしまい、タップ機が作動し、ドリル部が降

りて左手甲部2ヶ所に当たり挫創した。

37 11203 7

100

～

299

2017 1
16～

17

手スリの加工作業中、丸パイプの接続部をエグリの機械を使いえ

ぐっていて、丸パイプが短く、刃の方からしか手が入らず、回転

する刃の方に手を持っていった所、手袋ごと指を巻き込まれ、切

断してしまった。

51 11209 7 1～9

2017 1
14～

15

作業場で金属部品の面取り加工の作業をしており、作業終了後、

面取り加工で使用する小型モーター（横196mm、縦150mm、高

さ137mm、重さ32kg）を工場長が片付けようとした際に、工場

長の手から小型モーターが滑り落ち、左足親指と人差し指に落ち

た。

52 11209 4 1～9

2017 1
14～

15

作業場で金属部品の面取り加工の作業をしており、作業終了後、

面取り加工で使用する小型モーター（横196mm、縦150mm、高

さ137mm、重さ32kg）を工場長が片付けようとした際に、工場

長の手から小型モーターが滑り落ち、左足親指と人差し指に落ち

52 170101 4 ―



た。

2017 1
10～

11

タップ加工作業中に製品に付着した切り屑を払っていたところ、

右手中指付け根付近とタップが接触して巻き込まれた。 （指先の

巻き込まれ防止加工がされた手袋着用） その後、右手中指の脱臼

骨折と診断され手術を行ったが、固定ピンを外すまでは完全な安

静（手を使わない）を保つ必要がある。 また、可動域が狭くなる

等の後遺症がある可能性についても示唆された。

62 11203 7

100

～

299

2017 1
9～

10

当事業所内でバルブを加工中、切り粉が右手袋に掛かり、バルブ

のフランジ部分に右手を挟まれ、バルブの回転をすぐに止めた

が、負傷した。

25 11209 7 1～9

2017 1 8～9

本社工場1FSUS材加工エリアで、製造課架台班専任班長は、架台

製作用SUSアングルL5×50×50、長さ200mmをハンドソーマシン

（LT=630）で切断作業を一人で行っていた。 鋸刃の降下を一定の

高さで止める為、鋸刃の回転を停止せず、自作ストッパーをハン

ドソーマシンの鋸フレームの鋸刃カバーの下に、皮手袋を装着し

た左手で設置しようとした所、鋸刃に左手皮手袋が巻き込まれ親

指以外の指四本を切断してしまった。 原因は、機械を停止せずに

作業を実地したことにあり、機械には「回転中鋸刃に触れない

事」の危険ラベルで注意を促し、導入時にも指導員から説明も

あった。 なお、皮手袋はしていた。

66 11301 8
50～

99

2017 1
16～

17

製造現場でマシニングセンターの工具交換作業をしている時、工

具交換のプログラム運転中だったが、運転を開始し、待っている

時間（数秒）に他の作業をしていた。 運転中だったが運転終了し

たと思い込み、工具に手を伸ばしてしまい、その時に機械のアー

ムが移動して、工具とアームの間に指を挟んでしまった。

41 11209 7 1～9

本社、1階製品加工場で、昇降盤を使用して塩ビ板5mm、製品

（600mm×370mm）残板（600mm×630mm）を切断した後、

製品を移動させようとした時に誤って、左手の人差し指、及び小



2017 1
15～

16

指を負傷した。 当時、職長と負傷者の2名で作業していた。 板を

移動させる時の不安全行動として、切断刃（回転体）完全停止前

に行動したこと、板を持ち上げ時に滑って手が刃へ向いたこと、

回転体を直視せずよそ見をして停止確認を怠ったこと、慣れによ

りKYを怠ったことが考えられる。

26 11709 8
10～

29

2017 1 8～9

キャラバン車のメンバー工程で、FR SIDE MBR RHを助力装置にて

セット後に、2ND CROSSのセット忘れに気付いた。 その為、反対

側の作業者と2人でFR SIDE MBRを持ち上げ、忘れた2ND CROSSを

セットしてFR SIDE MBRを下ろす際に持ち位置が悪く、治具のロ

ケットピンの先端部とFR SIDE MBRの間に左第2指が挟まり受傷し

た。

32 170101 7 1～9

2017 1 8～9

キャラバン車のメンバー工程でFR SIDE MBR RHを助力装置にて

セット後に、2ND CROSSのセット忘れに気付いた。 その為、反対

側の作業者と2人でFR SIDE MBRを持ち上げ、忘れた2ND CROSSを

セットしてFR SIDE MBRを下ろす際に持ち位置が悪く、治具のロ

ケートピンの先端部とFR SIDE MBRの間に左示指先端が挟まり受

傷した。

32 11502 7

1000

～

9999

2017 2 2~3

当社の工場内で機械を使用し鉄パイプの切断を行っていた。 鉄ク

ズが発生したため取り除こうと掴み引っ張った際、右手人差し指

の付け根を切創した。

41 11209 8
30～

49

2017 2 2~3

作業現場で機械を使用し鉄パイプの切断を行っていた。 鉄クズが

発生したため取り除こうと掴み引っ張った際、右手人差し指の付

け根を切創した。

41 170101 8
10～

29

2017 2 13~14
当社工場内にて、鉄筋を機械で切断していた時、鉄筋がはねた

為、切断機と鉄筋の間に左手を挟まれ負傷したものである。
42 11009 7

30～

49

焼結リング成形エリアにて1名で5台の成形プレス可動の作動中、

仕業立ち上げから約1時間後位に成型ワークの払い出し作業時に成

形1号プレスで上パンチ（金型）の破損が発生したため上パンチを



2017 2 9~10
交換しようとした際、上パンチ取り付けプレートが下降し頭部を

挟まれた後床に倒れている状況を同エリアに設置の改修調査（寸

法確認）に来た方により、発見された。 （状況推定） ※光電管式

安全装置は切れた状態で全面扉は開けられた状態で運転モードは

連続であった。

38 11502 7

100

～

299

2017 2 3~4

当社内において、金属加工の作業中、機械を操作している時材料

のロスに右手小指の付け根外側を機械に挟み負傷した。 （ロス：

金属加工後、残った材料）

54 11209 7
10～

29

2017 2 10~11

当社従業員は当社工場内にて刃物の製作業務に従事中、ショット

ブラスト機（焼き入れ後の刃物に付着したカーボンを落とす機

械）の調整中、左手環指が同期のベルトに巻き込まれ同部を負傷

したものである。

43 11201 7 ―

2017 2 20~21

熱処理炉にて加熱炉に入る鋼材を調整する治具（矯正ローラー）

の交換作業中、矯正ローラーが載った台車を移動させようと一旦

前に押したところ台車上のローラーが被災者側に寄ってきて台車

の重心が偏り、台車が被災者の方へ倒れ右足首が台車の持ち手部

分の下敷きとなり更に矯正ロールが太ももの上に乗っかり受傷し

た。 ※矯正ローラーの重量は約80㎏～100㎏程度。

36 11009 4

100

～

299

2017 2 14~15

自社工場内に於いて、鉄筋自動曲装置で鉄筋（直径10㎜、長さ

300㎜）の加工作業中、鉄筋を支えた手の位置が悪く、機械に近づ

け過ぎていて、手をはずすタイミングも遅かったため、親指が鉄

筋と下から回転してきた機械のローラーに挟まり受傷したもので

ある。

21 11209 7 1～9

2017 2 17~18
弊社北工場で材料切断時に左手指3本を切断してしまった。 本人

は手を滑らせてしまったと言っている。
49 11209 8

50～

99

2017 2 11~12

圧入機（圧力550㎏）に複数部品を重ねて組立作業中、右手でプレ

スのボタンを押していたところ、右側のリングが落下したため咄
40 11301 7

100

～



嗟に左手で取ろうとしたため、左手中指の指先が圧入機稼働部と

部品の間に挟まり負傷した。
299

2017 2 16~17
鉄筋曲げ機を使って、鉄筋を曲げる際、垂直部分を握ったまま機

械を稼働させたため、機械側面と鉄筋の間に右手薬指を挟んだ。
52 11209 7 ―

2017 2 10~11

治具を交換し治具上部の材料を押さえるシリンダーボルトを調整

時、ボルト低部を右手中指（指の腹）で触ったまま左手でイン

デックス旋回ボタンを押してしまった為、インデックステーブル

が回転移動しながら、材料を押さえるシリンダーボルトが材料を

押さえようとして治具内の材料とシリンダーボルトに右手中指を

挟んでしまった。 （切削機）

59 170101 7

300

～

499

2017 2 20~21

派遣先工場内で鋳造作業中にコンタマシンにて製品押湯を切断す

る際に、誤って指が滑り左手親指がコンタマシンの刃に当たり負

傷したものである。

31 170101 8
10～

29

2017 2 20~21

工場内にて鋳造作業中にコンタマシンにて製品押湯を切断する際

に、誤って指が滑り左手親指がコンタマシンの刃に当たり負傷し

たものである。

31 11502 8
50～

99

2017 2 8~9

鉄筋加工場において、機械を使用して鉄筋棒のU字曲げ加工の作業

をしている時に、加工し終えた鉄筋を機械の近くに仮置きして次

の鉄筋棒を加工したところ、アームが動きだした際に仮置きして

あった鉄筋を巻き込んでしまい、鉄筋を支えていた右手が挟まり

負傷した。

44 170101 7

500

～

999

2017 2 8~9

鉄筋加工場において、機械を使用して鉄筋棒のU字曲げ加工の作業

をしている時に、加工し終えた鉄筋を機械の近くに仮置きして次

の鉄筋棒を加工したところ、アームが動きだした際に仮置きして

あった鉄筋を巻き込んでしまい、鉄筋を支えていた右手が挟まり

負傷した。

44 11209 7 1～9

当工場内において、マシニングセンターで金型の取付盤の加工作

業をしていたところ、裏表の反転をさせる為にワイヤーで吊り上



2017 2 14~15
げたが、本来台の上でしなければならないワイヤーの掛け替えを

吊り上げた状態で行ってしまい、ワイヤーが外れ作業中の取付盤

とマシニングセンターの機械の間に左手中指が挟まれて負傷した

ものである。

53 11305 7
10～

29

2017 2 13~14

品質保証部において鋳物製品の切断作業に従事中、切断機に製品

を固定しようとクランプの可動側口金を締めた時、製品が傾いた

状態に気付かず締めたため、製品を持っていた右手が製品と固定

側口金に挟まれ、右中指を圧挫創した。

64 11502 7
50～

99

2017 2 13~14

派遣先にて、鋳物製品の切断作業に従事中、切断機に製品を固定

しようとクランプの可動側口金を締めた時、製品が傾いた状態に

気付かず締めたため、製品を持っていた右手が製品と固定側口金

に挟まれ、右中指を圧挫創した。

64 170101 7

100

～

299

2017 2 16~17

配管工事の作業中に配管用パイプをバンドソーで切断し、そのバ

ンドソーを作業場所から取り出そうとした際、途中でバンドソー

がつっかえてしまいそのはずみで誤ってスイッチが入ってしま

い、バンドソーの刃の部分が左手中指に当たり怪我をした。

27 30203 8 ―

2017 2 15~16
柵の補修作業中、ボルト切断をしている時、サンダーが柵と跳ね

返り刃が当たり左あごから首にかけて切傷を負ったものである。
41 120109 8 1～9

2017 2 21~22

作業中、スライドがON状態でありスピードコントロールOFF状態

になっていたため停止ボタンを押さずにON状態にしてしまったた

め、スライドが動いて右手人差し指を挟んだ。

51 11209 7
50～

99

2017 2 3~4

レバーサイクル歯切り盤の自動加工中に、切削油の治具への掛か

りが悪いのに気付き、ワークヘッドが上昇する前にクーラントノ

ズルの位置を調整しようとした。 （設備を止めずに自動加工のま

ま調整した。） 設備手前から右手を入れ、ノズル調整中にワーク

ヘッドが上昇し、右手小指がワークヘッド可動部にあった為、

ワークヘッドと前進端リミット部の間に右手小指を挟まれた。

34 11502 7

500

～

999



2017 2 16~17

鉄筋を加工する工場で手動の鉄筋曲げ機で鉄筋を曲げる時に、い

つもは手は安全な所を確認しながら鉄筋を持って曲げているのだ

が、この日、手の位置を誤って鉄筋が曲がる近くにあり、鉄筋と

一緒に、左手の親指が鉄筋と機械の間に挟まって怪我をした。

34 11209 7 1～9

2017 2 16~17

倉庫内出入口付近で果樹園雨除け資材のアーチパイプ曲げ加工を3

名にて作業をしていた。 原管（直管：19φ×2140mm）の汚れ拭

き取りを被災者が行い、作業者がベンダー（曲げ機）による曲げ

加工を担当し、加工後の製品結束を行う。 得意先車両が倉庫出入

り口に停車した時、担当の被災者と作業者がリフトにて資材の積

み込みに向かう。 被災者は積み込み作業に注意を払いつつ作業を

継続したが、原管に添えていた右手袋がベンダー回転部に巻き込

まれ、中指切断と人差し指の先端を損傷する。

44 80109 7 ―

2017 2 14~15

加工機（単能機）において、加工品（ワーク）の長さを短くする

切削で切粉が出るが本来は竹の棒等で取り除くのであるが、今回

手で切粉を取り除いた為、スライド（刃物台）と固定部に指を挟

まれた。 手を出すことは、当社においては厳禁しているが、本人

がこれを守れず、手（手袋付）で切粉を取り除こうとした。

60 11509 7
10～

29

2017 2 9~10

ワーク（自動車部品名称：変速カム）の切削後に出るカエリを除

去する専用機械において、そのワークを右手で専用機械に挿入

し、右手でスイッチを押すと押し型が矢印の方向に出るが、何ら

かの状態で右手でワークを挿入した時にスイッチに当たり押し型

の所で右手を挟まれ負傷した。

33 11509 7
10～

29

2017 2 14~15

工場（仕上工程）内で、切削機械の注油部ノズルの先端を触っ

て、油缶を調整しようとし、手袋をした左手を近づけた時、回転

していたカッターで左手人左飛指を負傷した。

46 11403 8
30～

49

2017 3 11~12

会社内製造ラインにおいて、旋盤を用いて部品加工を行っていた

ところ、加工中に製造が落下したため、既定の作業手順であれば

工具を用いて落下品を回収すべきところを、工具を用いず直接手 20 11202 6
10～



で回収したため、機械の可動部分が右手首を直撃し、全治1週間程

度の打撲を負った。

29

2017 3 14~15

当社鉄筋加工場内で、鉄筋曲げ機を使用し鉄筋の曲げ作業（太さ

D19、曲げ角度180度）をしているときに、180度に曲がってきた

鉄筋材と寸法出しの治具との間に右手中指を挟んだ。

38 11209 7
10～

29

2017 3 15~16

作業所にあるラウンド加工機の操作をしていたところ、切断した

鋼帯を移動させるローラー部分に左手がはさまれた（軍手はして

いた）。

64 11209 7
30～

49

2017 3 17~18
派遣先事業所にて、機械加工するため製品FWPをセッティングす

る際、右手親指を間に挟み負傷した。
25 170101 7

10～

29

2017 3 10~11

事業場内にて、自動丸鋸切断機に材料を固定するために油圧バイ

スを締めたところ、誤って材料と油圧バイスの間に右母指を挟ん

でしまい、負傷した。

39 11301 7
30～

49

2017 3 11~12

当社工場内にて、ベンダー（高さ140㎝、幅65㎝、奥行300㎝）に

上る曲げ加工の段取り中に、タッチパネルを押し間違え、左にあ

るベンダーが突然作動してしまい、ベンダーに置いていた左手の

指3本を挟み、指先から4～5㎝に重傷を負った。

68 11502 7
10～

29

2017 3 13~14

タイマー盤設置工事の準備を作業場内にて行う際、タイマー盤支

持金物を電動丸鋸にチップソー刃を装着し、左手に支持金物、右

手に丸鋸を持ち左手を左腿に固定し切断作業中、丸鋸刃が支持金

物に噛み、その反動で丸鋸が急激に移動し、左大腿を負傷した。

74 30301 8 1～9

2017 3 13~14
本社工場で機械で鉄板の曲げ加工中、スイッチを足で踏んで起動

させた際に、誤って左手を入れてしまい負傷した。
35 11502 7

10～

29

2017 3 9~10

組立ラインでカシメ機を用いて組立作業をしていた時、無意識に

右手をカシメ機の下にもって行き、カシメ機インサートが人差し

指に当たり、指を損傷した。

42 11502 7

100

～

299

高速カッター機で、薄く長尺物の材料の一部を切断加工する為、



2017 3 19~20

前後2名で背中合わせになり、被災者は前方で作業していた。 機

械の横に材料を押さえる為の角材が置かれていたが、使用せず作

業を開始した。 材料の端面を押さえながら切断開始位置の確認を

しようとしたところ、回転している刃に触れてしまい、すぐ手を

離したが怪我となった。

48 11502 8
10～

29

2017 3 16~17
鉄筋加工場において鉄筋を曲げる作業中、手にはめていた手袋が

巻き込まれ、指も一緒に巻き込まれた。
30 11209 7 1～9

2017 3 13~14

本社北側の金属加工作業場において、自動太物曲げ機でD19Φの

片アンカを曲げる作業中、鉄筋（長さ約3m、直径19㎜）を機械に

設置し、また自分の右手を鉄扉から離さないうちに左手で機械の

鉄筋を曲げるスイッチを押してしまったため、右手環指先端部を

挟み、右環指先端裂傷を負った。

22 11209 8 1～9

2017 3 10~11

エレメント班作業場1階でローリングミルのメンテナンス中、回転

体を作動させた状態で研磨作業をしている時に、手袋が巻き込ま

れ指が挟まり負傷した。

40 11402 7 ―

2017 3 10~11

工場内で銅パイプ切断作業中、ポジショナーに銅パイプを回転さ

せパイプカッターで切断中に、左手（手袋装着）が回転する銅パ

イプに巻き込まれ、左手第4指・第2関節挫滅及び開放骨折した。

33 11209 7
10～

29

2017 3 14~15
鉄板をサンダーで切断しようとしたところ、サンダーが跳ねて左

足に当たった。
19 11501 8 1～9

2017 3 9~10

当工場内の再生資源物のプレス機の周りの掃除を終え、支柱と扉

の間に手を掛けて、プレス機の台座に戻ろうとした時に、丁度、

圧縮物によって使う撹拌機を出し入れする扉が開き扉はレールに

沿って開閉されるが、開くと扉と支柱には隙間が殆どないため、

扉と支柱に挟まれて、左手の親指を除く4指を複雑骨折した。

67 80109 7
10～

29

2017 3 11~12

工場内で材料を加工する際、材料押さえのバイスと材料の間に手

を置いた状態で押さえたため、挟まれ負傷した。 機械を使い始め

たばかりで作業手順に不馴れであった。

26 11209 7
10～

29



2017 3 12~13

折れたミキサーの螺旋の修復作業にて、グラインダーを使用し螺

旋を切断している際、螺旋の切れ目にグラインダーが引っ掛かり

弾かれた。 グラインダーが勢いよく左手に向かってきたため中指

から小指のあたりを負傷した。

39 10109 8

100

～

299

2017 4
16～

17

作業中、ピアノ線を切断時、手がすべりサンダーにふれ（左手の

甲）負傷した。
44 10909 8 1～9

2017 4
10～

11

本社工場にてねじ穴を一度に4カ所加工するタップ作業中、潤滑油

の調整がうまくできず、材料がずれるのが気になり、材料の端を

指で押さえて足元にあるスイッチを押して作業を進めようとした

ところ、材料のずれを気にするあまり、手元の注意がおろそかに

なってしまい、材料の右端の下穴の部分を右手人差し指で押さえ

たまま足元のスイッチを押してしまい、タップの針が右手人差し

指に刺さってしまい負傷した。

52 11209 7
10～

29

2017 4
10～

11

ラインでレール変形の修正後、動作確認のためライン内に留ま

り、ライン作業者に手動操作で動かすよう指示した。 レールを動

かした時、連結されている台車フレームのクランプシリンダーが

後方より接近したのに気がつかず、フレームとシリンダーに挟ま

れた。

49 11502 7

500

～

999

2017 4
16～

17

当社内において、ステンレス棒鋼の伸線作業中、製品のキズの有

無を目視しなければならないところ、指示をしていないにもかか

わらず製品に触れてチェックし、製品と機械の間に挟まれた。

46 11209 7 1～9

2017 4
14～

15

当事業所において、自動車部品のベアリング用保持器の加工作業

中、手動式油圧単能盤に部品を右手で取り付け、部品取り付け後

に右手でスイッチを押すところを左手で押してしまい、取り付け

保持していた右手が挟まれ、作動を始めた加工部に当たり右手小

指を負傷した。

53 11502 7
30～

49

15～
丸缶成形作業中、底蓋材補給の時にこぼれてしまい、あわてて拾

10～



2017 4
16

おうとしたため停止レバー（クラッチ）を操作せずに手を出し、

ターレットに挟まれ負傷した。

42 11203 7
29

2017 4
11～

12

第3工場において、金型交換時ダイキャストマシンに同じ長さの棒

を4本押入する作業中、1本だけ長さの違う棒を押入したため、長

い方が押しつぶされその棒を外そうと右手を機械と棒の間に押し

当てた所、マシンが移動して棒とマシンの間に挟まれ、右手を負

傷してしまった。

23 11209 7
50～

99

2017 4
14～

15

事務所アルミ工場にて、アルミ電線を切断中、皮手袋が挟まり、

右中指・環指・小指を切断した。
58 11109 8

50～

99

2017 4
11～

12

工場構内にて電動高速カッターにてPCW鋼線を切断中、右手親指

の付け根がカッターの刃に触れて負傷した。
55 11001 8

10～

29

2017 4
11～

12

工場内において、品物に空いている穴（左右2カ所）にリューター

という先端がドリルのようになっている機械をあて、面取り作業

を行っていた。（機械を正面に置いて行う、立ち作業） 左側に商

品を渡す職員がおり、正面で作業を行い、右側に設置してあるパ

レットへ品物を流すという流れで行う。 右側のパレットへ品物を

置いて、体を正面に戻す際によそ見をしたまま戻った為、正面に

ある機械の位置を確認できず手が機械に接触しケガをした。

66 11203 8
30～

49

2017 4
14～

15

会社工場内にて油圧パンチャーを使用して鋼材に穴を開ける作業

を行っていた。 左手で鋼材の穴を開ける位置を変え、右手でパン

チャーを操作していたところ視線を外した際、誤ってパンチャー

のスイッチを入れ、左手人差し指をパンチャーで挟んだ。

63 11209 7 1～9

2017 4
13～

14

鉄鋼試験片切断場で高速切断機の刃を取り換える作業中、電源を

切り忘れたため作業途中に刃が回転し、刃を支えていた被災者の

左手を切った。

25 170209 8

100

～

299

11～

当社5号工場にてロウ付した銅管の溶接具合を確認する為、銅管を

切開しようとバンドソーを工場壁際の地面に置き、銅管をプライ

ヤーで挟み体重を掛けながらバンドソーの刃に押し当てて切開し 50～



2017 4
12 ていた時、切り終える直前に力加減を誤りプライヤーを支えてい

た左手が滑り、バンドソーの刃に接触し、左拇指と左示指の間を

切創した。

46 11301 8
99

2017 4
15～

16
工場でプレス加工中に金型に人差し指を挟んだ。 64 11209 7 1～9

2017 4
13～

14

バックミラーステー（ミラー取付支柱パイプ）加工ラインにて手

動ベンダー機（1980年製）を使用してパイプの曲げ作業を行って

いた。 パイプをベンダー機にセットする際、金型内に右手を入れ

てセットを行っていた。 その際に突然ベンダー機のパイプ固定部

分が動き、金型にセットしたパイプとベンダー機のパイプ固定部

分との間に右手を挟まれた。 近隣の作業者が本人の知らせを受け

ベンダー機の解除を行った。 （右手が挟まれていたのは30秒ほど

である。）

29 10805 7

100

～

299

2017 4
10～

11

現場作業中、機械に乗ってストローク調整を済ませ機械から降り

る時、足を滑らせて落下し、ハンドルのレバーに胸を強打して右

手側の脇腹を骨折した。 その際、折れた骨で肺も損傷した。

73 11209 3 1～9

2017 4
9～

10

鉄骨倉庫を解体中、鉄骨と鉄骨を継いでいるC型鋼（約6cm角）を

ハンドカッター使用して切断していたところ、ハンドカッターが

はじかれて被災者の左顔面に当たった。

50 30209 6
10～

29

2017 4
11～

12

工場内においてD16、7500切43本R5100を2本ずつ加工している

際、鉄筋の先端に気をとられ材料を持っていた左手親指がロー

ラーに挟まり、慌てて手を引きぬいた為、左手親指の爪と指の先

端から1cmぐらいの所で切れた。

25 11209 7
30～

49

切断丸鋸3号機で通常作業の鋼材ノコ切断を行っていた際に、被災

者は現場責任者でもある為生産に追われていた丸鋸作業に入っ

た。 現行の切断アイテムが終了したので、作業標準通りの処理を

実施し次工程の段取りを行う為、左右の安全扉を開け、鋸刃の
100



2017 4
17～

18

チェック・バイスストローク調整等一連の作業を終えた。 次工程

を開始する為に、メイン電源を入れ鋸刃をスタートしたが、作業

標準書に基づく、主バイパス送り装置の切粉除去清掃を行う事に

したが、メイン電源は入ったままで鋸刃は回転した状態であっ

た。 また清掃は設備の左右の扉を開けて行う際に、鋸刃に巻き込

まれ右手を負傷した。

44 11502 8 ～

299

2017 4
19～

20

被災者は、会社資材置き場にて、トラックの荷台から資材を運ぶ

作業に従事していた。 鉄筋加工機（重量約10kg）を荷台（高さ約

1m）から降ろそうとした際、手から滑り落ちてしまい、右足の甲

に落ちて負傷した。 なお、安全靴を着用していなかった（長靴使

用）。

26 30203 4 1～9

2017 5
11～

12

工場で油圧ベンダーを使用してMIM焼結後のゲートカット作業を

している時に、製品を機械にセットした後にズレが発生したので

指でズレを直す際、誤ってフットペダルを踏んで指を機械に挟

み、右手人差し指を負傷した。

32 11203 7
10～

29

2017 5
13～

14

当社工場内でフォーミング加工機の段取り中に、左右にスライド

する保護カバー間（クリアランス20㎜）に左手の第4指と第5指を

挟んでしまい負傷した。

19 11203 7
50～

99

2017 5
10～

11

事業所内にて、小型のカッターで部品を指定寸法にカットするた

め、機械の作業目盛を調整していたところ、カッターの刃が回転

している状態に気付かず、左手小指が触れてしまった。

61 11409 8 1～9

2017 5
14～

15

会社工場内において、アルミ製品をメタルソー切断機で切断中、

製品を手で押さえている時、手袋のほつれた部分がメタルソーに

巻き込まれた。

61 11209 7 1～9

2017 5 8～9

工場内で鉄筋自動曲げ機を使って鉄筋（900㎜×10㎜）を曲げる

作業をしている時に、右手が曲げ加工の部分に触れているのに、

曲げ加工のスイッチを押した為、右手が巻き込まれて右手人差し

指を負傷した。

38 11209 7 1～9



2017 5
9～

10

当社工場にて鉄筋の両端にネジを接合する作業を行っていた。 片

側の接合が終わった鉄筋束2つ（2.7t）をクレーンを用いて吊り上

げ、180度転回し反対側の端面に接合を行うため、接合機の供給

テーブルに鉄筋束を降ろそうとした時、供給テーブル端部にある

スタンションと鉄筋束（吊荷）の間に右示指を挟み負傷した。

19 11001 7
50～

99

2017 5
12～

13

工場2階の量産設備39号機において、センサーが不良品を検出し、

設備が停止した際に移動ユニットに左手が挟まれた。 その場合

「必ず設備の連動運転を切る」という決まりになっていたが、そ

のルールを守らなかった。 作業者は、長年その機械を使っていた

が怪我をしたことがないと過信していた。

65 11502 7
30～

49

2017 5 2～3

被災作業者は、熱処理職場にて油圧機による本締め作業を行って

いた。 食事休憩の為、作業を中断した際、インパクトレンチの回

転方向を失念し、閉め方向とは反対の緩み方向にセットしてし

まった。 それによりセットした材料が崩れた為、材料の上部を左

手で押さえ、右手にて油圧装置の方向制御弁レバーを持ったが、

誤って下降側に入れてしまった為、降下した油圧装置のシリン

ダーと加工材料との間に左手人差し指が挟まり負傷した。 「経皮

的鋼線固定術」処置を行うが患部が腫れ、感染症と分かった。

59 170101 7
50～

99

2017 5
10～

11

アルミサッシ工場で、傾斜盤を使い形材を加工中、作業方法を誤

り左指を回転中の刃で切ってしまった。
44 11209 8

50～

99

2017 5
11～

12

派遣先会社内工場にて、加工機へ部品をセットしようとした際、

加工機の定位置に部品材料を置きチャックで固定しようとレバー

を移動させた時、誤って指を挟んでしまい左手親指を負傷した。

44 11502 7
50～

99

第1工場作業エリアにおいて、テクセル（プラスチックの板）に接

着剤を塗布し広げる作業が終わる毎にローラーに付着する接着剤

の汚れをウエスで拭き取る。 ローラーの表面に接着剤の残りカス

が無いことを、目視で確認するためにスイッチを押した状態で

ローラーを回転させてしまった。 その際、被災者はローラーの汚



2017 5
14～

15

れに気付き、とっさに回転しているローラーにウエスで汚れを拭

き取ろうとしてローラーに巻き込まれた。 通常は作業者が汚れに

気が付いた時、スイッチ作業をする者に声を掛けてローラーを止

めてもらい清掃をするようにしていた。 挟まれた直後は総務経理

事務所近くまで自力で歩いて来られたが、事務所前でうずくまっ

てしまった。 後で分かったが、元々貧血傾向にあり、挟まれたこ

とで貧血を起こしたものである。

50 170101 7
30～

49

2017 5
10～

11

工場内にて自動車部品加工中に、加工ラインの途中、部品を右手

で外して左手で取付し、右手でスイッチを押したと同時に部品が

正常な位置に取付されていない事に気付き、とっさに手を入れて

部品の位置を直そうとしてしまい、左手小指を挟んだ。

48 11502 7
30～

49

2017 5
13～

14

派遣先工場にてガス器具の製造作業に従事中、鋼製パイプ（直径1

㎝、長さ20㎝程）を加工機の差し込み口にセットし、機械が作動

するとパイプを挟んで固定し加工を開始するのだが、パイプを深

く持ってセットした為、安全センサーが指に反応して機械が作動

しなかった。 被災者は作動しない原因が分からず、作動ボタンを

乱打しているうちに機械が作動してしまい、パイプを持っていた

左手の母指が機械に挟まれた。

53 11301 7

300

～

499

2017 5
13～

14

被災者が左手で鋼管を持ち、右手でボタンを押してツバ出し加工

中に、鋼管の根元を持ち過ぎていたため安全センサーがしばしば

反応して機械が停止していたが、持ち手を変えたり起動ボタンを

連打した際、親指がチャックの可動域に入ってしまい、挟まれて

停止した。

53 170101 7

100

～

299

2017 5
11～

12

工場内でパイプ切断機の段取り中、誤ってスイッチを起動した為

にパイプとストッパーの間に右の中指が挟まれた。
38 11502 7

10～

29

2017 5 8～9

工場内で鉄筋の棒をローラー部分に入れ曲げる作業中、工場内通

路を車が走行した際、それに気を取られて鉄筋の棒から手を離す

のが遅れ、そのまま両手をローラー部分で挟んでしまい、両手打
60 170101 7

50～

99



撲・左手小指骨折をした。

2017 5
16～

17

工場内で鋼管下降（ネジ切り）を自動で行っている時、切粉が鋼

管に巻きついた事が原因で機械が停止したため、詰まった鋼管を

手で取り除こうとした。 その際、電源を切らないようにするス

イッチバーが完全にずらしきれておらず（詰まりの為）、手を伸

ばした時に振動で次工程への作業を進める為のリーダーが作動

し、右手人差し指を挟まれた。

38 11002 7

100

～

299

2017 5
12～

13

キット袋詰室でシーラー気を操作中に、指を挟まれ、右手中指を

切創した。
63 10109 7

100

～

299

2017 5
11～

12

工場内で抽伸機の型を交換中、誤ってキャレッジ戻しのレバーを

作動させてしまい、キャレッジが戻ってくる位置に左足を置いて

いた為、鉄壁とキャレッジの間に左足を挟み負傷した。

44 11109 7
30～

49

2017 5
13～

14

ローリングマシンの芯金を交換するため、次に使用する芯金を一

旦仮置き、そのあと両手で両端を持って上に持ち上げた際、芯金

に付着していた油で手が滑り、芯金が落下し、左足つま先付近に

接触して負傷した（安全靴着用）。

32 11209 4
50～

99

2017 5
16～

17

廃棄品置場整理の為、テスト廃棄缶のプレス作業中に、プレス後

の缶を型枠より取外す際に型枠がずれて左手人差指先端を型枠に

挟み、指尖断裂した。

28 10106 7

100

～

299

2017 5
15～

16

工場内でバンドソーを使用してパイプ切断の連続作業を行ってい

た。 材料を切断し、鋸刃ハウジングが下降端に達すると鋸刃の回

転が自動的に停止するのだが、惰性の為に完全停止まで約10秒を

要する。 完全停止を確認せずに次の動作（鋸刃ハウジングを上昇

させバイスを緩め材料を引き寄せる）に移ったため、回転する刃

に軍手が触れて巻き込まれた。

59 11301 7
50～

99

工場にて鉄筋曲げ加工機のメンテナンスを終え、正常に作動する



2017 6
11～

12

か試験中に発生した。 長さ約1.0m、太さ直径約1.3cmの鉄筋を手

で押さえて先端から順に折り曲げ、2回目の折り曲げ時に、折り曲

がって来た先端部が押さえていた右手人差指に接触し、負傷し

た。

62 30209 7
10～

29

2017 6
10～

11

ガレージのシャッターを安全カバーをつけたベビーサンダーで切

断し解体中、ベビーサンダーの刃が挟まり、引き抜こうとしたと

ころ勢い余って跳ね返り、顔面に直撃した。 その後、刃が左肩部

分の洋服に絡まりようやく回転が止まった。

56 30209 8 1～9

2017 6
15～

16

会社工場内において、アイアンワーカー（アングル加工機）で切

断作業を終えて加工物のアングル（L50×50×６）を右側に干渉

しないところまで動かしたつもりでターンテーブルを回した時、

次のアタッチ部にアングルがぶつかり、そこに手を置いていた本

人の右手親指が機械のガイドとターンテーブルにぶつかったアン

グルに挟まれて親指を負傷した。

30 11209 7
10～

29

2017 6
11～

12

製造課職場内において、自動車用エアコンパイプの曲げ加工作業

中、ベンダー機を使用していたが、型に加工品がうまくセット出

来なかった為、製品がぐらついたのでそれを押さえようと左手を

添えたまま、誤って起動スイッチを押してしまい、左手親指を型

と加工品の間に挟んでしまい負傷した。

28 11502 7

100

～

299

2017 6
11～

12

工場内のパイプベンダー左側面から、銅パイプをパイプベンダー

で曲げる作業をしている時に、パイプと機械（パイプを押さえる

ガイド部分）との間に指を挟んでしまい、左手人差し指を損傷し

た。 当時、共同で作業をしていた同僚が、タッチパネルの操作を

行っていたところ、機械が作動してしまい、ガイド部に手を掛け

ていた被災者の指が挟まれた。 タッチパネルはデータ入力用で、

パイプベンダーの操作は、押しボタンで別に設けられている。

31 11209 7 1～9

車両完成工程において、羽根のドアロールにセンターロックプ

レートを取り付ける際、5ミリのドリルで下穴を3箇所あけ終わ 1000



2017 6
19～

20
り、8.5ミリのドリルで真ん中の穴をあけ、2番目に左側の穴をあ

けようとしたところ、ガスケットを押さえている左手親指部分の

手袋が回転部に触れ、巻き込んでしまい、左手親指を捻った。

36 11502 7 ～

9999

2017 6
19～

20

ウイング製造において、羽根のロアレールにセンターロックプ

レートを取り付ける際、5ミリのドリルで下穴を3ヶ所あけ終

り、8.5ミリのドリルで真ん中の穴をあけ、2番目に左側の穴をあ

けようとしたところ、ガスケットを押さえている左手親指部分の

手袋が回転部に触れ、巻き込んでしまい、左手親指を捻った。

36 170101 7

100

～

299

2017 6
17～

18

店舗内のリペアコーナー（修理室）にて、ゴルフクラブ（パ

ター）のシャフトカットを切断機で行っていた際に、シャフト切

断部分からの火花が原因で出火した。 出火した火が自身の手と腕

に着火し、火傷を負ってしまった。 出火原因は、シャフト切断部

分にグリップ交換液が残ってしまっていたためである。 また、自

身への着火原因は、手と腕にグリップ交換液が残ってしまってい

たためである。

40 80209 16 1～9

2017 6
9～

10

当該建設工事作業所の1階地上にて、ステンレス管（20A）を切断

して、内部・外部のバリ取り作業を電気ドリルを使用し、軍手を

着用して行った。 左手にステンレス管、右手に電気ドリルを持っ

ての不安定な状態であったため、電気ドリル先端の研磨刃部分が

ステンレス管外部から滑り、左手親指に接触し、軍手を巻き込

み、当該部を受傷した。

49 30203 7
30～

49

2017 6
18～

19

派遣先にて、パイプの成型・加工作業に従事中、パイプ（直径約

30㎝、長さ約240㎝、プラスチック製）を研磨機にセットし、表

面の塗装面に出来た突起物をペーパーで削ってから研磨機を作動

するところを、誤って研磨機の作動中にペーパーをかけ、手元が

狂って回転中の砥石とパイプに右母指が挟まれ受傷したものであ

る。

29 170101 7

100

～

299



2017 6 8～9

社内、彫刻刀打込室にて、彫刻刀の板に刃を機械で打ち込む作業

をしている時、打ち込みの専用機械で、機械全体が少し窓際にず

れていたので元に戻そうとして、機械のスイッチを「切」にして

機械全体を手前に移動させた。 移動後、機械が動いてもどこかに

当たったりしないかを確認するため、電源を「入」にしてフット

スイッチを踏んで機械を動かしてみた。 その際、まだ手が機械の

右端にあったため右手親指を挟まれた。

52 11201 7
30～

49

2017 6
11～

12

当社工場内にて、2人でベンダー機のクランプを調整中、被災者が

機械に右手を置いている状態で、他の1人が調整が終わったと思

い、次の作業をする為に戻しボタンを押してしまったため、機械

とクランプに右手を挟まれ負傷した。

74 11209 7
10～

29

2017 6
15～

16

プレス機が連続自動運転中、油吸着マットを交換するために踏み

台に上ろうとした時、アジャスターが外れて踏み台が傾き、体勢

が崩れてしまい、可動ヒッチとエンドブロックの間に左手人差指

を挟んでしまった。 （本来、油吸着マットは運転中に交換しな

い。）

49 11402 7
50～

99

2017 6
18～

19

製造現場内にて、ボディの下回りに入り両手でマーキング作業を

行っていた作業者と、同時に、上部から電動ドリルで穴あけをし

ていた作業者がいた。 双方の状況確認不足により、上部作業者が

電動ドリルで穴あけした際に、下回り作業をしていた被災者の左

手があり、中指が電動ドリル先端に触れ、負傷したものである。

21 11502 8
50～

99

2017 6
18～

19

製造現場内にて、ボディの下回りに入り両手でマーキング作業を

行っていたの作業者と、同時に、上部から電動ドリルで穴あけを

していた作業者がいた。 双方の状況確認不足により、上部作業者

が電動ドリルで穴あけをした際に、下回りにいた被災者の左手が

あり、中指が電動ドリル先端に触れ、負傷した。

21 170101 8

100

～

299

モータ用歯切り加工にて、ワークをセットして起動後、ワークよ

り奥側の切粉を取ろう（清掃）とし、後ろ側から左手を回して作



2017 6
10～

11

業したところ、ビニール手袋が大きく、先端部分が歯切り設備

（ボブ）に巻き込まれ、一緒に指も巻き込まれた。 巻き込まれる

と同時に停止ボタンを押し、手を引き抜いたが、既に左手指四本

を損傷していた。

37 11401 7

500

～

999

2017 6
9～

10

当社、第3工場マシニングセンター組立作業場で機械装置を作動さ

せるために、電源コード（長さ約10m、太さ約25㎜）を電源へ差

し込もうとした際、コードが絡んでいたためコードを片手で持

ち、回しながら伸ばしていたところ、先端に付いていた端子が右

目に当たり負傷した。 なお、災害発生日は、通常通り勤務してい

たが、午後になって目がかすむ症状が現れてきた。

21 11301 6

100

～

299

2017 6
9～

10

工場内において水道管の修理作業中、ネジ切り機でネジを切断中

に、誤って機械が停止する前に、右手人差し指が回転していたネ

ジに触れて切創した。

22 30203 7 1～9

2017 6 8～9

工場No.1コイル結束機にて、結束機Dヘッド誘導ガイド調整作業

を行うため、前日から工場全体が定期修理で設備を休止状態にし

ていたため、結束機の可動準備に着手した。 操作盤にて結束機を

可動させたところ、設備に干渉し、インターロックが掛かり操作

盤での操作が出来なくなったため、設備に取り付けられてている

電磁弁の強制動作スイッチを操作し、ヘッド台車を前進させたと

ころ、ヘッド台車のフレームと電磁弁のコネクタ部に右手薬指の

先端を挟まれた。

40 11001 7

300

～

499

2017 6
16～

17

コイル枠を設定した形状に曲げ加工する装置にて、曲げ加工が完

了したため、余剰コイルの切断を別の作業者に指示した。 その作

業者が別室を切断用バンドソーの刃を交換中、被災者がコイル切

断後に実施すべきヘッド位置の初期化作業に着手したところ、コ

イルに張力が発生したため、コイルの拘束を解放しようと、コイ

ルが載ったエアパレットを起動した。 その際、拘束が外れたエア

パレットが張力により動き出し、ストッパーを乗り越えて左足に

32 11409 6

1000

～

9999



当たり、受傷した。

2017 6
13～

14

工場内にて、チューブカット機を使用してチューブを切断してい

る時、チューブが機械出口で詰まり、機械を止めずに詰まった

チューブを除去しようとした際、右手親指・人差指の指先を切断

した。

43 11403 8
30～

49

2017 6
11～

12

パイプに穴を空ける作業中、貫通直前にパイプがドリルと一緒に

回って、右膝に当たり負傷した。
40 11209 6 1～9

2017 6
14～

15

鉄筋を組んでいた時、その鉄筋のL型アングルをベビーサンダーで

切っていた。 刃が入らなかったため安全カバーを外して作業して

いたところ、ベビーサンダーの刃が割れて欠片が飛び、顔が切

れ、工具が跳ね返り、顎に当たった。

42 30106 4 1～9

2017 6
13～

14

電気工事で、アイアンワーカーを使い銅バーを切断している時、

カッターの上のシリンダー（ピストン）が下降して来て、指を挟

まれ負傷した。

60 11401 7
30～

49

2017 7 11~12

被災者は丹入（たんにゅう）という金属部品の解体作業中、サン

ダーを用いてネジを外そうとした時に、誤って手を滑らせ傷病部

位に当たり、負傷に至る。

70 11209 8
10～

29

2017 7 8~9

工場で朝に残材の片付け整理中に発生した。 長さ約1m、太さ約

2.5cmの鉄筋を、切断機で切断する際に誤って鉄筋先端部を持って

押さえていたため、切断の反動で鉄筋と台の間に左小指をはさみ

負傷した。

57 30209 7
10～

29

2017 7 15~16

被災者は、当社工場において、車を破砕するため、ニグラー（車

を破砕する重機）に乗ろうとした際、キャタピラーに足をかけた

時に誤って踏み外し、右膝を捻り右膝の関節を負傷したものであ

る。

49 11701 3
50～

99

2017 7 14~15

工場内で作業中、成型ローラー機で作業をしていて誤って作業用

手袋ごと引っ張られ、両手の人差し指、中指、薬指の先5～10mm 61 11209 7
10～

29



程度の皮膚裂傷。

2017 7 10~11

工場内Divo5号機の積層装置で、材料交換時の連続捨て加工時に、

積層装置内回転テーブル上の金属破片を手で払い除けようとした

際に、回転移動治具と固定治具の間に左手中指を挟まれ開放骨折

をした。

38 11502 7
30～

49

2017 7 17~18

工場内のミゾイレ加工機の製品を締めつける装置に人差し指を挟

まれて骨折した。 製品を持ったまま、締めつけのレバーを入れた

ため挟まれてしまった。

25 11301 7 1～9

2017 7 8~9

切断機を使っているときに隙間に入ってしまった製品を取ろうと

したときにボタンを押してしまって指を挟まってしまった結果、

打撲を負った。 場所は本社工場である。

38 10805 7
30～

49

2017 7 17~18

ダイヤスト製品の切断作業を終了し清掃作業をやり始めるところ

で、先ず、切断機（丸ノコ）の電源をOFFにした。 通常なら、丸

ノコの回転が完全に停止したことを確認してからエアーガンで切

り粉を飛ばし、掃き掃除をするが、実際には丸ノコの回転が未だ

停止しておらず、そのことに気付かないままエアーガンを使用

し、右手にエアーガンを握ったまま丸ノコの刃に接触してしまっ

た。

62 11101 7
50～

99

2017 7 11~12

組立工場にて、部品製作時、鋼管を切断する機械を操作中、鋼管

を固定するための装置と鋼管で左手中指先端を挟み、指先を裂

傷、骨折する怪我をした。

22 11502 2
30～

49

2017 7 11~12

建物庇の修繕作業で、下地木材を固定したボルトをサンダーで切

断していたところ、機械握り手部分が梁に当たり、機械が跳ね返

り腕に当たった。

61 30209 6 1～9

2017 7 10~11

当社工場でスクリューケーシングのグラインダーがけをしている

時、横40cmの両端に2cmの突起物があり、その突起物にグライン

ダーの歯が当たり、はじいた時、グラインダーの歯が右膝に当

たって切ってしまった。

24 11209 8 1～9



2017 7 15~16

工場より工務店の加工に来た時に鉄筋曲げ機のストッパーの部分

に左手の中指とくすり指を挟んで指を傷病した。 （出張で加工場

から鋼材内で鉄筋加工中に傷病した。）

48 11209 7 1～9

2017 7
10～

11

4階デッキスラブ上で床スリープ取付を行う作業において、デッキ

プレートの波型に合わせてボイド管を床に置き、ベビーサンダー

を使用して加工していた際、デッキ床面がぬれていたこともあ

り、押さえていた左手のスリープがすべり、サンダーの刃が左手

人差指に当たり、切創した。 （原因）短いボイド管を手に持ち、

サンダーを使用してボイド管を加工したこと。 波型のデッキプ

レート上という不安定な場所で作業を行ったこと。

42 30201 8
10～

29

2017 7
13～

14

工場にて在庫の鉄筋曲げ機で加工中に発生した。 長さ約1m、太さ

直径13㎜の鉄筋を加工機にセットしている途中に足で作動させる

スイッチを作動させてしまい左手を作動部と鉄筋に挟み左手を骨

折裂傷した。

75 30209 7
10～

29

2017 7
10～

11

工場内でKP車輪（トラクタ用補助車輪）のパイプベンダー作業中

に、曲がってくるパイプをベンダーロールに干渉させないように

するため、パイプを持ち上げようとしたとき、右手中指をベン

ダーロールとパイプに挟み込んでしまい、指先1㎝を損傷し、中指

の骨にひびが入ってしまった。

22 11301 7
50～

99

2017 7
19～

20

本社工場内において、材料の鍛造品（∮60×410）の端部を切断

機で加工中、切断機が急に停止したため、加工部のノコギリ刃を

手で引きだそうとしたところ、機械が動き出し、ノコギリが降り

てきて左手中指を挟まれ負傷した。

22 11502 7
50～

99

2017 7
11～

12

工場内にて、開先機で工材の加工及びバリを取る作業中、工材が

積んであるためローラーが回らないと思い、上部のバリを取ろう

と上に乗ったところ、ローラーが回ってしまい、ローラーとロー

ラーの間に右足ひざ下を挟まれ負傷した。

23 11209 7
10～

29



2017 7
14～

15

横中ぐり盤にセットしようとした加工物がずれて指の上に落ち、

右手人差し指・中指・薬指を剥離骨折した。
58 11509 7 1～9

2017 7
16～

17

自社作業場にて、サンダー工具を直径50㎜のビニール管を使い点

検操作時、刃が引っ掛かりはねた際、左手首に当たり切傷したも

のである。

66 30201 8 ―

2017 7
9～

10

工場内でアルミ製品（自動車用サンルーフレール）を機械にセッ

トし、曲げ加工作業を行っていた。 機械の動作中、製品を取り出

すため、製品上部から手をかざしていたところ、製品を固定する

万力の本体部と可動部の間に小指の腹を挟んだ。 その状態から手

を引っ込めたため、小指の腹に裂傷ができた。 機械の動作終了を

確認し、製品の下から手を入れていれば安全な作業であった。

40 11502 7
50～

99

2017 7
9～

10

工場内でアルミ製品（自動車用サンルーフレール）を機械にセッ

トし、曲げ作業を行っていた。 機械の動作中、製品を取り出すた

め、製品上部から手をかざしていたところ、製品を固定する万力

の本体部と可動部の間に小指の腹を挟んでしまった。 そのまま手

を引っ込めてしまったために、小指の腹に裂傷ができた。 機械動

作が終了してから、また、製品の下から手を入れていれば安全な

作業であった。

40 170101 7

100

～

299

2017 7
13～

14

工場内で機械の切断時に、鉄骨材（アングル）を鋸刃（バンド

ソー）機で切断中、重ねた材料が振動で跳ね上がり、切断した材

料と鋸刃機で手を挟んだ。

59 30201 7
30～

49

2017 7
16～

17

被災者は、スクリュープレス周辺の洗浄の際、スクリュープレス

供給機下を通過しようとしたとき、目測を誤り、頭部を強打し

（ヘルメット着用）、その反動で転倒した。 手に痺れがあった

が、治ると思い我慢して帰宅したところ、両腕に痛みが出た。

51 11702 3

100

～

299

2017 7
14～

15

自社工場の切断機で鉄板を切断しようとしたとき、鉄板が下に落

ちそうになったので、咄嗟に手を出してしまい、上昇してきた切

断機の台と鉄板の間に指を挟んでしまった。

30 30309 7 1～9



2017 7
12～

13

公団BOX枠組付け溶接工程において、台座に切断材料をセット

し、起動ボタンを押した。 材料のセット状態を確認したとき、材

料が乗り上げていた。 以前、その状態で作業を続行し機械の故障

をまねいたため、咄嗟に自動運転中にもかかわらず、機械の中に

手を入れてしまった。 その結果、クランプと材料の間に右手親指

が挟まった。

25 170101 7
50～

99

2017 7
15～

16

鋸盤加工場で、端材処理作業をしていたところ、フラットバー

（16㎜×60㎜、L150㎜）を固定するため、油圧クランプの可動範

囲内に、材料をセットする右手人差し指が入った状態で、油圧ク

ランプのスイッチを左手でスイッチONにし、右手人差し指を油圧

クランプで挟んで負傷した。

35 11209 7
50～

99

2017 7
19～

20

プレス作業場において、エキスパンドメタルという弊社で加工し

た材料を、シャーリングマシンでカットする作業をしていた。 相

当古い機械であるため、安全対策が十分とりきれていなかった。

カットする際、位置を合わせていたところ、刃物の付近まで手が

入っている状態で足踏みのペダルを踏んでしまった。 その際に、

左手中指、薬指の第一関節付近を切断し、急搬送された病院で2本

の指の接合手術が行われた。

39 11209 7
10～

29

2017 7
14～

15

工場内のセッチングを行う場所で、セッチング（バネを密着状態

まで押す）作業中、バネを押し込んだときに異音がしたため、コ

ンプレッサー固定土台とバネを押す可動板の間に金屑でも噛み込

んだと思い、取り除こうとして指を差し込んだ。 このとき、コン

プレッサーのフットブレーキから足が離れ、可動板が戻ってきた

ため、固定土台との隙間に指を挟んだ。

24 11209 7
10～

29

2017 7
11～

12

本社2階工場内の帯鋸切断機前で、切断済の鋼材をドラム缶に入れ

る際、先にドラム缶に入っていた材料に当たり、飛び跳ねたた

め、切断機の台の端と鋼材の間に左手中指の第一関節付近を挟ま

れて、粉砕骨折となった。 そのときに神経も切断されたと思われ

23 11209 7
50～

99



る。

2017 7
13～

14

当社工場において、ヘッター機の調整中に、前後に動いているセ

ンサーの隙間に左手の人差し指を挟まれ、左手の人差し指を負傷

した。

59 11202 7
10～

29

2017 7
14～

15

鉄筋切断機内で、スクラップ切断処理をしているときに、左手で

鉄筋を支えていたため、切断時に支えていた鉄筋が跳ね返り、左

環指を挟んで負傷した。

17 11209 7 1～9

2017 7
15～

16

パイプ切断中、パイプ内側に入れた潰れ防止のつい立を直そうと

し、切断中のパイプの中に手を入れ、右手第2指および第3指を切

断した。 パイプ潰れ防止用の角材を直接手で取り扱ったため事故

が生じた。 取扱用治具を使用すれば事故は防げたと思われる。

69 11209 8
10～

29

2017 9
13～

14

鉄工場で鉄を切る機械（足で踏む）を使い鉄を右手で持って切っ

ている時に、破片が目に飛んできて右目を負傷した。
30 150102 4

10～

29

2017 9
17～

18

事務所駐車場にて、LPガス用のガス管の切断をしようと被災労働

者にガス管をおさえてもらうよう依頼、素手で持とうとしたので

手袋をするように言った。 その手袋が甲の方は布で平の方はゴム

製のためガス管といっしょに手を持っていかれたため骨折した。

57 80204 7
30～

49

2017 9
14～

15

工場ペンチ職場に於いての作業中、チャックを閉めようとした

際、スイッチを切らずチャックハンドルを入れ、それに左手を置

いたままペンチを動かすペタルに足を乗せてしまいチャックハン

ドルが回転し、その勢いでチャックハンドルの先が、左手親指と

人差し指の間に入り、穴があき切れてしまいました。

53 11209 7
50～

99

2017 9
14～

15

派遣先にて、リベットかしめ機で作業中に、手元を見ずに機械を

起動させてしまい、その際にプレス部に指を挟み、右手親指を負

傷した。

39 170101 7

300

～

499

2017 9
16～

17

バフ研磨機の作業は、品物をおさえて動かないようにする動作が

ある。 ハンドルを回す動作もあり、その際に痛みを感じた。
42 11204 19

10～

29



2017 9 6～7

アルミラッシングレール（9600mm×130mm）を短くカットする

為、丸ノコ切断機で切断中（約1500mm）3枚目を切断し終り、次

の送りをする為、停止ボタンを押し材料に手を出した時に、惰性

回転しながら戻る丸ノコ刃に右手が接触し受傷した。

51 11502 7

1000

～

9999

2017 9
16～

17

当社工場にて、大型ダンプに取り付ける鉄板を電気ドリルで穴あ

け加工中、電動ドリルの調子が悪く、電源を切って電気ドリルの

チャックを締めていた際、誤って電源を入れてしまい、右手が電

気ドリルのチャックに巻き込まれ負傷したもの。

37 11701 7
10～

29

2017 9
9～

10

工場内において、端末加工機で銅管の先端を加工中、誤って銅管

をセットする右手が残っている状態で加工スタートスイッチを押

した為、右手人さし指と中指の2本が加工機に挟まれて負傷した。

67 11409 7
30～

49

2017 9
9～

10

工場内において、端末加工機で銅管の先端を加工中、誤って銅管

をセットする右手が残っている状態で加工スタートスイッチを押

した為、右手人さし指と中指の2本が加工機に挟まれて負傷した。

67 170101 7

500

～

999

2017 9
16～

17

工場内の材料切断作業場で切断機による切断作業をしている時に

丸鋸の刃が可動する、切断機で材料を切らない時は刃を格納する

ところ、刃の自重で格納位置まで戻らす、少し刃が材料をセット

するテーブルに出ている状態だった。 作業者は、その状態に気が

付かず次の材料を両手で持ってテーブルに置こうとして、回転し

た刃に右手中指を接触させた。

54 11203 8
10～

29

2017 9
13～

14

作業者が、当社工場内において自動ロボット機で生産中、パイプ

加工品払い出しの左右の昇降リフトの上昇スピードが違うため、

自動運転中スピコン調整する際に、誤って右手薬指爪半分位を、

材料固定クランプに入れてしまい指先を挟んでしまった。

19 11203 7

100

～

299

2017 9
14～

15

工場内で昼過ぎ、トラック荷台に高速カッター（90kg）を載せよ

うと2人で持ち上げたところ、腰のあたりがグキッと音がしそのま

ま痛くて立てなくなり、少し休んでいるとましになったので我慢

したままその日は就業した。 工場内には2tクレーンが1台あるがそ
31 11209 19 1～9



の日は、線の接触で動かなくなり自力で積み込みしてこのように

なった。

2017 9
17～

18

会社内工場で、ステンレスの板をカットしている時に板下に入れ

た指を抜けきらず、右手中指先切断した。
25 11209 7

10～

29

2017 9
11～

12

本社工場でVベルトの亀裂発熱を点検中、目を逸らした際誤って

モータから繋がっているVベルトとVプーリーとの間に、右手指先

を挟んでしまった。

42 11009 7
10～

29

2017 9
9～

10

工場内において、摩擦圧接機を操作中ボタン操作の順序を誤り右

手を油圧バイスクランプに挟まれた。
39 11209 7

10～

29

2017 9
9～

10

工場内でグラインダーを使用した製缶品のバリ取り作業終了後、

通常の作業環境で特に不安全や有害な状況もなし、グラインダー

のスイッチを切り、製缶品の上部にグラインダーを置いて他の作

業に入る時、完全に停止していなかったグラインダーがズレ動き

製缶品から落下し左そけい部に刃が当たり出血した。

75 11301 4
10～

29

2017 9
16～

17

切断機フレーム供給口から切断品を右手で取っている最中に、次

の切断寸法にバックゲージを作動させてしまい、右手人差し指を

切断機テーブル背当て部とバックゲージで挟んでしまった。

26 11301 7
50～

99

2017 9
14～

15

本人は小径曲げ短管の組立作業に従事していた、曲がり管へフラ

ンジを取り付ける作業に入り、台に乗せた50Aのパイプを左手に

掴み、曲がった先のパイプの上に水平器を置いてレベルを見てい

た、水平になったことを確認して、左手で持っていたパイプをエ

アシリンダーを使って台に固定するためシリンダーのバルブハン

ドルを右手で入れた、その際、エアシリンダーの真下とパイプを

押さえていた左手小指を挟み受傷した。

24 11501 7

1000

～

9999

2017 10
11～

12

フープ工場で閉鎖型フープの溶接作業をしている時に、左側の鉄

筋をクランプする際、鉄筋を掴んでいた右手が滑り、クランプさ

れる部分に、右手の小指を挟んでしまった。

31 11209 7
10～

29



2017 10 8～9

一般住宅改修工事現場において、手袋をし、ねじ切り機でパイプ

にテープを巻く作業をしていたところ、手袋にテープがくっつき

一緒に巻かれて脱臼した。

60 30203 7
10～

29

2017 10
9～

10

C2ライン仕上げ外径機において、段取り中、芯合わせをしていて

手動スイッチを押したら、機械に手を置いていたため、オシコッ

プが戻りオシコップと機械の間に右手親指先端が挟まり負傷し

た。 通常稼働は安全カバーがあるが、段取り中の為安全カバーは

外されていた。 （カバーをつけたままだと段取りが困難なた

め。）

53 11502 7
10～

29

2017 10 8～9

縦型マシニング操作時、工具長測定後にベースマスターを取ろう

としたが、誤ってアンクランプのボタンを押してしまい、左手甲

の上に工具が落下しけがをした。

42 11301 7 1～9

2017 10
11～

12

当工場内において、圧造加工機にてヘッドネジを作成中、機械の

調子が悪かったので調整していたとき、誤ってスイッチを入れて

しまい、左手が機械の可動部分に触れていたため、同手示指が銅

線（直径7mm）を切断圧縮する部分に挟まれ、その際に同指を圧

迫負傷したもの。

58 11202 7 1～9

2017 10
20～

21

パイプ曲げ加工中、左手の指（親指、人差し指）をパイプと機械

の間に挟み、つぶれるような感じになってしまった。
46 11209 7

10～

29

2017 10
15～

16

取引先岸壁解体作業場において、スクラップ（H鋼長さ7m・重さ

1.5から2t）のガス切断作業中の被災である。 スクラップをガス切

断機で切断した際、切断物が左足甲に落下してきて、左足中足骨

を骨折した。

45 11209 4
10～

29

2017 10
9～

10

量産開始直後、幅寸法を下げる時、幅のナットの下側に指が掛

かっている状態で次の製品が来ているのに、手を離さず、左小指

をナットとサドル本体に挟んだ。

18 11209 7

100

～

299

2017 10
14～

木造住宅改築工事の現場に於いて、浴室ユニットバス解体作業中

に、鉄部分を電動サンダーで切断中、サンダーが鉄部に挟まった 67 30202 8 1～9



15
反動で切断砥石が左足に接触して受傷した。

2017 10
21～

22

工場内の伸線機（速伸17号）の線通し作業に於いて、1頭目の線通

し1回目は、先端先付け部で断線が発生して失敗し、2回目は先端

引き出し冶具のトンスのクサビが滑り線材が抜け失敗した。 3回

目はクサビが滑りそうだったので、トンスの端部を右手で掴み支

えて寸動させた時に、伸線ドラムとトンス間に挟まれた瞬間、そ

の右手を引き抜いた時に右手中指を欠損創させた。

39 11001 7

100

～

299

2017 10
11～

12

レーザー加工機運転中、止まってしまい、手でタレパンを落とし

復帰させようとしたところ、機械が動き左手が挟まり負傷した。
35 170101 7

500

～

999

2017 10
11～

12

就業場所の板金エリアで、レーザー加工機が停止してしまい、切

り抜きを左手で上から押さえて落とそうとしたところ、切り抜き

が下方へ動いたと同時に機械のセンターテーブルが移動し、切り

抜きと左手がフィラーテーブルとセンターテーブルの間に挟ま

り、左手を負傷した。

35 11401 7

300

～

499

2017 10 8～9

派遣先にて、切断機で鉄の棒、約12mのものを切断作業中に無意

識に手を切断機においてしまい、そのまま足元の切断ペダルを踏

んでしまったため、親指を挟んだ。

52 11209 7 1～9

2017 10
15～

16

平鋼をバンドソーで切断するため、ローラ台に材料を載せようと

した時、材資料が滑ってしまい、慌てて手を払いのけたが左手小

指だけに当たってしまった。 翌日仕事をしたが、小指が痛かっ

た。骨折している事が判明した。

39 11209 3 1～9

2017 10
14～

15

電動ドリルへホルソーを取り付け金属板の穴あけ作業を行ってい

た際、ドリルを引くタイミングが遅れ、金属板にホルソーが引っ

かかりドリル本体が急に回転したために負傷した。

57 11301 6 1～9

被災者は、当日工場の磨き棒鋼引抜機で、操作盤を操作しなが

ら、自動運転によって材料の引抜・加工に従事していた。 被災者



2017 10
10～

11

は通常の操作中では立ち入る事が無い搬送ラインの場所へ立ち

入った。 その際、材料の切断後、一旦電源が切れるものの7秒ほ

ど惰性で回転している切断機ブレードに誤って触れてしまい、上

着の右袖部分が、ブレードに引っ掛かり、右腕を巻き込まれた。

その結果、右手首を負傷した。

45 11209 7 1～9

2017 10
10～

11

当社の東工場において、プラスチック材料を面取り機にてR面取り

加工をしていた。 手に材料をもって滑らせて押している作業で、

気が付かず材料といっしょに刃物の所へ指が接触して負傷した。

42 10805 8
30～

49

2017 10
15～

16

木型場で昇降盤で作業中、アルミ材（10m／m）を切断中に切粉

を取ろうとして右手の人差し指、薬指、小指がノコに当たった。
70 11301 8

10～

29

2017 10 8～9

製品自動整列機で素材が素材箱から安全に取れず、素材箱と一緒

に搬送され、素材箱が整列機テーブル上に落下した。 このとき、

磁石部のセンサーが切れずに昇降チェーンが「たるみ」オーバー

ランとなった。 手動にて箱、素材を整理後、自動に切り替え、昇

降チェーン駆動の減速モーターの動きの補助でベルトを軍手のま

ま触ったため指先がベルト・プーリー間に巻き込まれ、左手小指

第一関節裂傷した。

45 11204 7

100

～

299

2017 10
11～

12

当社第二工場（研磨）において、品物セット時に品物の異物を挟

み取ろうとした時、誤って足元クランプ開閉スイッチを踏んだた

めクランプ用治具が動き、取り付け台とクランプ用治具に右手人

差し指を挟まれ負傷した。

44 11502 7

100

～

299

2017 10
9～

10

工場において、ノコ盤にて製品を切断中、誤って左手の五指を切

断した。
45 11301 8

10～

29

2017 10
11～

12

弊社工場内にて、BTA機（染文加工場）の油受けの圧力を調整し

ていた。 調整後、本来であれば圧力スイッチをオフにしてバイス

を開かなければいけないところを、オフにしたと思い込み、油受

けの圧力がある状態でバイスを開いたため、材料と刃物の間に指

が挟まれてしまった。 その際、作業者はよそ見をしており、手を

39 11209 7
30～

49



避けるのが遅れた。

2017 10
12～

13

配筋及び型枠の基礎工事において、スリーブ施工中、ボイド管切

断のためサンダーを使用していたところ、右手に持ったサンダー

がはじかれた拍子に左手に当たり、中指第一関節より先と人差し

指を開放骨折した。

22 30201 8 1～9

2017 10
9～

10

工場内の作業場内で、鉄筋径10mmの材料を長さ12cmに寸法切り

する作業をしていた。 切断する材料が短くなったため、重量バラ

ンスをとるためにアングルを材料の上にのせてセットし、切断機

のスイッチを右手で押したところ、セットしていたアングルが動

いたのが視界に入ったため、瞬間的にアングルの動きを止めよう

とアングルに手を添えてしまった。 降りてきた切断機本体の上下

に動く固定治具とアングルに右手中指を挟まれ負傷（裂創・骨

折）した。

52 11209 7
10～

29

2017 10
10～

11

当社工場内で切断機械（アリゲーター）を使い、銅線のカバーを?

ぎ取りやすいように、同じ長さにカットする作業中、銅線のかた

まりの中から1本ずつ引き出そうとして、強く引っ張りすぎて体が

よろけ、後ろにあった切断機械に手がさわり、右手中指の先1.5セ

ンチ位を切断したもの。 本人が切断機のスイッチを切り忘れて作

業し、後ろによろけた時に切断機の刃が作動している所に右手が

さわり怪我をしたもの。

58 80109 8
30～

49

2017 10
16～

17

（産廃の事業の一環） 高速カッターで塩ビ管（ビニール製・直径

5cm）を1m位にカット作業中、左後ろに置いてある、カットして

いない塩ビ管を取ろうと左後ろの方に体を傾けた時、カッターの

刃に右膝が当たり負傷。 手動（ハンドルの下にON、OFFのスイッ

チがあり押すとON（稼働）、放すとOFF）のスイッチから手を放

したが回転は直ぐには止まらないため、止まりかけの回転中の刃

に当たる。

39 150102 8 1～9

11～ 個人宅電気工事において、使用する換気扇のダクトを作業場で



2017 11
12 切っていたところ、誤って手を滑らせ右手親指を負傷した。

73 30301 8 1～9

2017 11
14～

15

工場で壁際の一角で鉄板の丸め加工作業をしている際に、スイッ

チを入れたまま右手をローラーに近づけて巻き込まれてしまっ

た。 手袋を着けたまま作業をしてしまった。

44 11209 7
10～

29

2017 11
14～

15

工場内切断機にて、切断した材料（鉄製：縦10㎝、横8㎝、高さ5

㎝）を左手で取り出す折に、手元が狭く持ちづらかったので、材

料を固定するクランプを広げるため右手で開のスイッチを押すべ

きところ、誤って閉のスイッチを押したため、左手小指をクラン

プと材料の間で挟み負傷した。

45 11209 7 1～9

2017 11
13～

14

（発生状況） 工作機械の刃の復旧作業を行っていた。 ローラーに

刃を取り付ける際に誤って駆動ローラーの回転箇所に手を入れて

しまい、右手親指を設備の上板（鉄板）とローラーの隙間（10㎜

程度）に挟んでしまった。 （発生原因） 被災者は設備を停止させ

たつもりで作業を行っていたが、実際には設備の電源はONであ

り、回転している駆動ローラーに手を接近させてしまった。

57 11502 7
10～

29

2017 11
11～

12

作業場土場にて、パートナーカッターで直径150㎜の水道管をカッ

トする作業中、手元が滑り、反動で刃が顔面右側に直撃し、負傷

したもの。

53 30199 8
10～

29

2017 11
10～

11

加工場内で、花束のすそを切花切断機で切る作業をしていた時、

切花切断機の安全装置が故障で取り外されており、ライン作業中

で焦り指定位置より手を深く入れてしまい、右手小指第一関節を

切断する事となった。

56 80109 8

100

～

299

2017 11
15～

16

本社製造第6班大型トラック組立ラインで、部品生産加工（ニード

ルベアリング左入工程）を行っている時、部品が倒れそうになっ

たため、起動ボタンを押した後に手を出した時に、左手人差し指

が部品とシリンダーの間に入り、指を挟まれ受傷した。

33 11502 7

100

～

299

ビニールハウスを暖める為、薪ボイラー（お湯を沸かしてビニー



2017 11
16～

17

ルハウスを暖めるボイラー）に薪をくべていたところ薪ボイラー

の扉（かなり高温だった）（縦約80㎝、横約1m）に誤って左足が

当たってしまい火傷した。

44 30209 8 1～9

2017 11
9～

10

バフ（円型の布が回っているところにステンレスの商品を当てて

磨く）中に指を巻き込まれ、右手人差し指第2関節部分を切った。
68 11301 7

10～

29

2017 11
10～

11

鉄筋を加工している時に加工する機械に右手の中指を挟んだ。 右

手中指の先端が切れ骨折した。
20 30201 7 1～9

2017 11
11～

12

当社工場内、スピニング加工場の切断機において、メタルケース

の底切断作業時、メタルケースを切断機専用の金型に入れて、切

断作業を行おうとしたところ、メタルケースが安定性を欠いたた

め左手で支えたが、その際に小指がケースと心押しの間にあるこ

とに気付かずに、スタートボタンを押したため左手小指を挟み、

骨折及び裂傷した。

48 11209 7
10～

29

2017 11
10～

11

倉庫内で、バンドソーでLアングルを切断している時に、添え手の

右手に付けていた手袋の編み目が刃に引っ掛かり、そのまま巻き

込まれ、右手人差し指の爪部分を切断した。

42 30309 8 1～9

2017 11
9～

10

お客様宅で設備車両荷台にて、配管のネジ切り作業を行っていた

ところ、配管を支えていた左手を回転する配管に巻き込まれ、中

指第二関節部より切断した。

55 80204 7
10～

29

2017 11
9～

10

工場内でベンダー機の操作中（クランプ中）に滑り止めのペー

パーが外れそうになり直そうとした際、クランプの中に手を入れ

挟まれた。

53 11209 7
50～

99

2017 11
17～

18

工場内で鉄筋の切断をしている時に、左手でレバーを引き切断を

行おうとしたところ、右手で押さえていた鉄筋がずれていたのに

気付き、それを修正しようと咄嗟に左手を出してしまい負傷し

た。

27 11209 7 1～9

工場で、ベンダー機による鉄筋の曲げ作業をしていた際、90度曲



2017 11
15～

16

げのスイッチを操作すべきところ、誤って隣にある180度曲げのス

イッチを操作して作業したため、機械が作業者の想定以上に作動

し、鉄筋を保持していた右手が、鉄筋を曲げるアームに挟まれ

て、右手中指を負傷した。

40 170101 7 1～9

2017 12 16~17

鉄を切る機械で鉄を切っていた時に、横に駐車していたフォーク

リフトの席の隣に布のようなものが置いてあった。 鉄を切る機械

から、その布に火花が飛び、火がつき、席も燃えた。 その時、本

人は違う機械で作業をしていたので後ろを向いており、においを

感じてすぐ消しに行ったが、その際にプラスチックのシートが手

に飛んで火傷を負った。

46 11209 16
10～

29

2017 12 10~11

作業場において、架線金物部品（30×20×6㎜）をボール盤で

タップ切り作業中、テーブルに固定したレールに架線金物部品を

送り込んでいた所、押しすぎて手が滑り、ドリル刃に左手中指が

触れ負傷した。

47 11203 8
10～

29

2017 12 11~12

当社工場内の鋼板折曲機（ベンダー機）で鋼板の折曲加工中、通

常より小さい物を曲げるにあたり、指でベンダーの刃先近くの奥

で板を押さえていたが、その板がズレたところに機械の刃先を下

ろしてくるタイミングが重なり、右手人差し指を挟んでしまっ

た。

41 11209 7 1～9

2017 12 12~13

年末仕事納めの日に、加工場・機械類を含む掃除・片づけをして

いた際、誤って加工場切断機の切断ボタンを押し、手を損傷し

た。

53 30209 7 1～9

2017 12 13~14

レーザー加工機、材料クランプ位置を調整中、誤って足元の操作

ペダルを踏み、降りてきたクランプに右手薬指を挟まれ、薬指先

端より第一関節の間1/3部分を開放骨折した。

57 10509 7
50～

99

2017 12 15~16

資材置場にて、土場に電動カッター（鋸径30㎝）を設置して、廃

棄処分する給湯器の部品である鉄パイプ（径2.5㎝）をしゃがんだ

姿勢で適当な長さに切断中、右手中指が、回転中のカッターの刃
42 80201 8 1～9



に触れて、第二関節部を切創した。

2017 12 15~16

電線皮剥き機の掃除およびメンテナンスを行っていたときに、

誤ってギアにウエスが挟まり、そのまま手を持っていかれた。 普

段は電源を入れずにメンテナンスをしているが、なぜか今回に

限って、作動させながらメンテナンスをした。

62 80109 7
10～

29

2017 12 16~17

リコイラー作業に従事中、巻き取り作業が終了し、コイルカーで

搬出作業中に、ドラムサポートが上がったままコイルカーを自分

で操作し、ドラムサポートに製品がぶつかり、コイル内周が奥へ

抜けそうになった。 被災者が咄嗟に右手で奥側のコイルを押した

とき、奥側に設置された転倒防止バーとコイルに環指および小指

を挟まれ受傷した。

24 11209 7
50～

99

2017 12 14~15

2人ペアでパイプを曲げる加工中に、もう1人が部材を外す前に本

人がスイッチを押した。 部材が外れていないことに気付いて、本

来動作を止めるべきところ、止めずに機械の中に入り、機械のハ

ンドルに挟まれた。

50 170101 7

100

～

299

2017 12 14~15

ブレーキ工場（曲げ加工）で、普段から使用している機械の年末

の掃除および油さしをするため、高さ約2mの機械の上に上り、両

手に荷物（スプレー缶・ウエス）を持った瞬間にバランスを崩

し、足を踏み外して転落し、肋骨を折った。

58 11209 1 1～9

2017 12 8~9

2階工場にて線材加工中、ネジ切機械のローラーに手指が巻き込ま

れ、右中指第一関節辺りから切断・粉砕骨折し、右人差し指の腱

断裂及び骨折を負った。

56 11301 7
10～

29

2017 12 13~14

本社工場内において、L字鋼（長さ1m、高さ10㎝、幅10㎝）を切

断する作業をしていた際、バンドソーに固定していた部材が設置

した位置よりずれたため、手で修正しようとしたときにバンド

ソーの刃と指が接触し、受傷した。

31 11209 8
30～

49

2017 12 15~16

第1倉庫で角パイプを切断中、15分の休憩後、再び作業を開始し

た。 その際、機械の始動ボタンを押し、機械の駆動部分を覗き込 67 80109 7
30～



んだところ、バイスと機械本体に挟まれて負傷した。
49

2017 12 16~17

鉄筋加工場において、鉄筋材料を適切な長さにするため鉄筋切断

機で切断していた。 鉄筋切断完了後、切断機の刃が上に戻るのを

確認せずに誤って、入れてはいけない場所に手を入れてしまい、

左手の親指を挟んで骨折および裂傷を負った。

25 11209 7 1～9

2017 12 9~10

事業所作業場内において、鉄筋の自動切断機（チェーン部分）に

グリスを塗って補充していたところ、いつもはスイッチを切った

状態で作業を行うのだが、この日に限りスイッチを入れたまま作

業を行ったため、機械の回転棒が身に着けていたヤッケ（防寒

具）に巻き込まれ、右睾丸・右太もも・左右の骨盤を負傷した。

52 11209 7 1～9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_06.html

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx
https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_06.html
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